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工 種 総則（参考資料）
(H24) 参 1-1-3

改 正 理 由 設計表示単位一覧の追加及び削除

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 積算基準（参考資料）
(H24) 参 1-2-1

改 正 理 由 説明の追記

改 正 現 行 備 考

第２章 積算基準（参考資料） 第２章 積算基準（参考資料）

第１節 積算基準 第１節 積算基準
１－１ 技術者の職種区分 １－１ 技術者の職種区分

参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。 参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。
（１） 測量技術者 （１） 測量技術者

職種区分定義 職種区分定義
① 測量上級主任技師：測量士でかつ技術士（総合技術監理部門・応用理学部門・情報工学部門・ ① 測量上級主任技師：測量士でかつ技術士（総合技術監理部門・応用理学部門・情報工学部門・

建設部門）又はこれと同等の能力を有す技術者で，特に高度な業務の計画， 建設部門）又はこれと同等の能力を有す技術者で，特に高度な業務の計画，
解析並びに技術管理等の責任者または指導的技術者。 解析並びに技術管理等の責任者または指導的技術者。

② 測 量 主 任 技 師：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。 ② 測 量 主 任 技 師：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。
また，業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮，指導す また，業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮，指導す
る者。 る者。

③ 測 量 技 師：測量士で測量上級主任技師又は測量主任技師の包括的指示のもとに業務の ③ 測 量 技 師：測量士で測量上級主任技師又は測量主任技師の包括的指示のもとに業務の
計画，実施を担当する者。また，測量技師補又は撮影士等を指揮，指導し 計画，実施を担当する者。また，測量技師補又は撮影士等を指揮，指導し
て測量を実施する者。 て測量を実施する者。

④ 測 量 技 師 補：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従 ④ 測 量 技 師 補：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従
い業務の実施を担当する者。また，測量助手を指揮，指導して測量を実施 い業務の実施を担当する者。また，測量助手を指揮，指導して測量を実施
する者。 する者。

⑤ 測 量 助 手：測量技師又は測量技師補の指揮，指導のもとに測量作業における難易度の ⑤ 測 量 助 手：測量技師又は測量技師補の指揮，指導のもとに測量作業における難易度の
高い補助業務を担当する者。 高い補助業務を担当する者。

⑥ 操 縦 士：測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担 ⑥ 操 縦 士：測量用写真の撮影に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当
当する者。 する者。

⑦ 整 備 士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航 ⑦ 整 備 士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影に使用する航空
空機の整備を担当する者。 機の整備を担当する者。

⑧ 撮 影 士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業 ⑧ 撮 影 士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業
務及び航空レーザ計測を担当する者。また，撮影助手を指揮，指導して撮 務を担当する者。また，撮影助手を指揮，指導して撮影を実施する者。
影等を実施する者。 ⑨ 撮 影 助 手：撮影士の指揮，指導のもとに測量用写真の撮影の補助業務を担当する者。

⑨ 撮 影 助 手：撮影士の指揮，指導のもとに測量用写真の撮影等の補助業務を担当する者。 （２） 地質調査技術者
（２） 地質調査技術者 職種区分定義

職種区分定義 ① 地 質 調 査 技 師：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を
① 地 質 調 査 技 師：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を 指揮，指導する技術者で，現場責任者，現場代理人等をいう。

指揮，指導する技術者で，現場責任者，現場代理人等をいう。 ② 主 任 地 質 調 査 員：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械，
② 主 任 地 質 調 査 員：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械， 計器，試験器等の操作及び観測，測定等を行う技術者をいう。

計器，試験器等の操作及び観測，測定等を行う技術者をいう。 ③ 地 質 調 査 員：ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立，解体，運転，保守
③ 地 質 調 査 員：ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立，解体，運転，保守 等を行う者をいう。

等を行う者をいう。 （３） 設計業務等技術者
（３） 設計業務等技術者 職種区分定義

職種区分定義 ① 主 任 技 術 者：先例が少なく，特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務
① 主 任 技 術 者：先例が少なく，特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務 を指導統括する能力を有する技術者。

を指導統括する能力を有する技術者。 工学以外に社会，経済，環境等の多方面な分野にも精通し，総合的な判断
工学以外に社会，経済，環境等の多方面な分野にも精通し，総合的な判断 力により業務を指導，統括する能力を有する技術者。
力により業務を指導，統括する能力を有する技術者。 工学や解析手法の新規開発業務を指導，統括する能力を有する技術者。
工学や解析手法の新規開発業務を指導，統括する能力を有する技術者。 ② 理 事 ・ 技 師 長：複数の非定型業務を統括し，極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマ

② 理 事 ・ 技 師 長：複数の非定型業務を統括し，極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマ ネージャーを務める技術者。
ネージャーを務める技術者。 ③ 主 任 技 師：定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また，非定型業

③ 主 任 技 師：定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また，非定型業 務を指導し最重要部分を担当する。
務を指導し最重要部分を担当する。 ④ 技 師 （Ａ）：一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。ま

④ 技 師 （Ａ）：一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。ま た，上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。
た，上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。

積算上の注意事項
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工 種 積算基準（参考資料）
(H24) 参 1-2-2

改 正 理 由 説明の追記

改 正 現 行 備 考

⑤ 技 師 （Ｂ）：一般的な定型業務を複数担当する。また，上司の包括的指示のもとに高度 ⑤ 技 師 （Ｂ）：一般的な定型業務を複数担当する。また，上司の包括的指示のもとに高度
な定型業務を担当する。 な定型業務を担当する。

⑥ 技 師 （Ｃ）：上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また，上司の指 ⑥ 技 師 （Ｃ）：上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また，上司の指
導のもとに高度な定型業務を担当する。 導のもとに高度な定型業務を担当する。

⑦ 技 術 員：上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また，補助員を ⑦ 技 術 員：上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また，補助員を
指導して基礎的資料を作成する。 指導して基礎的資料を作成する。
なお，職種区分定義で示されてる定型業務，非定型業務については下記を なお，職種区分定義で示されてる定型業務，非定型業務については下記を

参考に判断するものとする。 参考に判断するものとする。
定 型 業 務 ・調査項目，調査方法等が指定されており，作業量，所要工期等も明確な業務 定 型 業 務 ・調査項目，調査方法等が指定されており，作業量，所要工期等も明確な業務

・参考となる類似業務があり，それらをベースに応用することが可能な比較的 ・参考となる類似業務があり，それらをベースに応用することが可能な比較的
簡易な業務 簡易な業務

・設計条件，計画諸元の設定等が比較的容易で，立地条件や社会条件により業 ・設計条件，計画諸元の設定等が比較的容易で，立地条件や社会条件により業
務遂行が大きく作用されない業務 務遂行が大きく作用されない業務

非定型業務 ・調査項目，調査方法等が未定で，コンサルタントとしての経験から最適な業 非定型業務 ・調査項目，調査方法等が未定で，コンサルタントとしての経験から最適な業
務計画，設計手法等を確立して対応することが求められる業務 務計画，設計手法等を確立して対応することが求められる業務

・比較検討のウエイトが高く，かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要す ・比較検討のウエイトが高く，かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要す
る大規模かつ重要構造物の設計業務 る大規模かつ重要構造物の設計業務

・文化性，芸術性が特に重視される業務 ・文化性，芸術性が特に重視される業務
・先例が少ないか，実験解析，特殊な観測・診断等を要する業務 ・先例が少ないか，実験解析，特殊な観測・診断等を要する業務
・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務 ・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務
・計画から設計まで一貫した業務 ・計画から設計まで一貫した業務

１－２ 履行期間の算定 １－２ 履行期間の算定
（１） 不稼働係数（測量業務，地質調査業務に適用） （１） 不稼働係数（測量業務，地質調査業務に適用）

不稼働係数は，不稼働日（土曜・日曜の休日，祝日，各地域の降雨日数，その他特殊条件）を基 不稼働係数は，不稼働日（土曜・日曜の休日，祝日，各地域の降雨日数，その他特殊条件）を基
に算出した係数である。業務に必要な日数に係数をかけることで不稼働日を含んだ日数を算定す に算出した係数である。業務に必要な日数に係数をかけることで不稼働日を含んだ日数を算定す
ることができる。 ることができる。

１） 外業の不稼働係数 １） 外業の不稼働係数
外業の不稼働係数は，土木工事で定められたものを準用する。 外業の不稼働係数は，土木工事で定められたものを準用する。

２） 内業の不稼働係数 ２） 内業の不稼働係数
内業の不稼働係数は，下記の値とする。 内業の不稼働係数は，下記の値とする。

不稼働係数（内業） ： １．５ 不稼働係数（内業） ： １．５
（２） 測量業務の履行期間 （２） 測量業務の履行期間

履行期間の算定は次式を参考に決定する。ただし，空中写真測量の撮影運航時間及び航空レーザ 履行期間の算定は次式を参考に決定する。ただし，空中写真測量の撮影運航時間，滞留日数につい
測量の計測運航時間，滞留日数については別途加算するものとする。なお，履行期間に端数が生じ ては別途加算するものとする。なお，履行期間に端数が生じ
る場合は，小数第１位以下切り上げるものとする。また，各必要日数（Ｗ）は小数第３位（小数第 る場合は，小数第１位以下切り上げるものとする。また，各必要日数（Ｗ）は小数第３位（小数第
４位以下切捨て）まで算出するものとする。 ４位以下切捨て）まで算出するものとする。

履行期間＝必要内業日数×不稼働係数（内業）＋必要外業日数×不稼働係数（外業） 履行期間＝必要内業日数×不稼働係数（内業）＋必要外業日数×不稼働係数（外業）
（Ｗ１） （Ｗ２） （Ｗ１） （Ｗ２）

＋成果検定日数×不稼働係数（内業）＋その他 ＋成果検定日数×不稼働係数（内業）＋その他

１） 必要内外業日数（Ｗｉ）の算出 １） 必要内外業日数（Ｗｉ）の算出

標準作業量における技術者別内（外）業所要日数の最大値 標準作業量における技術者別内（外）業所要日数の最大値
Ｗｉ＝ ×変化率 ×設計作業量 Ｗｉ＝ ×変化率 ×設計作業量

標準作業量 標準作業量
２） 不稼働係数 ２） 不稼働係数

不稼働係数は，外業，内業それぞれの係数を用いるものとする。 不稼働係数は，外業，内業それぞれの係数を用いるものとする。
３） 成果検定日数 ３） 成果検定日数

成果検定日数は，測量成果の検定を行う機関が検定に要する日数とする。 成果検定日数は，測量成果の検定を行う機関が検定に要する日数とする。

積算上の注意事項
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工 種 積算基準（参考資料）
(H24) 参 1-2-4

改 正 理 由 説明の追記

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 積算基準（参考資料）
(H24) 参 1-2-5

改 正 理 由 説明の追記

改 正 現 行 備 考

２） 空中写真測量及び航空レーザ測量の場合は，撮影士及び撮影助手の往復交通費は，本拠飛行場 ２） 空中写真測量の場合は，撮影士及び撮影助手の往復交通費は，本拠飛行場から本拠飛行場に最も
から本拠飛行場に最も近い本支店等が所在する市役所までとする。尚，操縦士及び整備士の往復 近い本支店等が所在する市役所までとする。尚，操縦士及び整備士の往復交通費については計上し
交通費については計上しない。 ない。

３） 設計業務等に関する現地踏査及び地質調査業務に関する現地調査の旅費は，別途考慮する。 ３） 設計業務等に関する現地踏査及び地質調査業務に関する現地調査の旅費は，別途考慮する。
（２） 現地に滞在して業務を行う場合 （２） 現地に滞在して業務を行う場合

上記（１）の範囲を超え，現地に滞在して業務を実施する必要がある場合は，各所管の「旅費取 上記（１）の範囲を超え，現地に滞在して業務を実施する必要がある場合は，各所管の「旅費取
扱規則」及び「日額旅費支給規則」によるものとする。 扱規則」及び「日額旅費支給規則」によるものとする。

なお，測量業務においては，滞在地から現地までのライトバン運転費は，測量業務標準歩掛の機 なお，測量業務においては，滞在地から現地までのライトバン運転費は，測量標準歩掛の機械経費
械経費率に含まれているため，別途計上しない。 率等に含まれているため，別途計上しない。

１－３－２ 旅費交通費の扱い １－３－２ 旅費交通費の扱い
（１） 旅費交通費の算定において，普通日額旅費については積算上，計上しないものとする。 （１） 旅費交通費の算定において，普通日額旅費については積算上，計上しないものとする。
（２） 鉄道運賃等 （２） 鉄道運賃等

１） 鉄道運賃等については，その乗車に要する運賃を計上する。 １） 鉄道運賃等については，その乗車に要する運賃を計上する。
２） 複数の路線がある場合は，安い方の運賃を計上する。 ２） 複数の路線がある場合は，安い方の運賃を計上する。
３） 特急料金等については，下記により計上するものとする。 ３） 特急料金等については，下記により計上するものとする。

① 特急列車を運行している区間については，片道 1 0 0km 以上（乗車可能区間）であれば，特急料 ① 特急列車を運行している区間については，片道 1 0 0km 以上（乗車可能区間）であれば，特急料
金を計上する。 金を計上する。

② 急行列車を運行している区間については，片道 50km 以上（乗車可能区間）であれば，急行料 ② 急行列車を運行している区間については，片道 50km 以上（乗車可能区間）であれば，急行料
金を計上する。 金を計上する。

（３） 宿泊料（国土交通省所管旅費取扱規則及び国土交通省日額旅費支給規則による場合） （３） 宿泊料（国土交通省所管旅費取扱規則及び国土交通省日額旅費支給規則による場合）
積算方法は，目的地に到着した日は普通旅費による宿泊料とし，翌日から目的地を出発する日の 積算方法は，目的地に到着した日は普通旅費による宿泊料とし，翌日から目的地を出発する日の

前日までの日数について滞在日額旅費による宿泊料を計上する。 前日までの日数について滞在日額旅費による宿泊料を計上する。
（４） 日当（普通旅費） （４） 日当（普通旅費）

日当は，宿泊を伴う場合で，積算上の基地から目的地への往復に要した日数について計上する。 日当は，宿泊を伴う場合で，積算上の基地から目的地への往復に要した日数について計上する。
計上する日当については，２分の１日当を原則とする。 計上する日当については，２分の１日当を原則とする。

（５） 日当・宿泊料 （５） 日当・宿泊料

宿 泊 料 宿 泊 料

普 通 旅 費 滞 在 日 額 旅 費 普 通 旅 費 滞 在 日 額 旅 費
職 種 日 当 職 種 日 当

30 日以上 30 日以上
甲地方 乙地方 30 日未満 60 日以上 甲地方 乙地方 30 日未満 60 日以上

60 日未満 60 日未満

主任技術者 2,600 主任技術者 2,600
( 2,476) 13,100 11,800 ( 2,476) 13,100 11,800

理事・技師長，主任技師 理事・技師長，主任技師
1,300 (12,476) (11,238) 9,190 8,260 7,350 1,300 (12,476) (11,238) 9,190 8,260 7,350

測量上級主任技師 (1,238) 測量上級主任技師 (1,238)

技師(A)，技師(B)，技師(C) 2,200 技師(A)，技師(B)，技師(C) 2,200
測量主任技師，測量技師 ( 2,095) 10,900 9,800 ( 8,752) ( 7,866) ( 7,000) 測量主任技師，測量技師 ( 2,095) 10,900 9,800 ( 8,752) ( 7,866) ( 7,000)

操縦士，整備士，撮影士 1,100 (10,380) ( 9,333) 操縦士，整備士，撮影士 1,100 (10,380) ( 9,333)
地質調査技師 (1,047) 地質調査技師 (1,047)

技術員 1,700 技術員 1,700
測量技師補，測量助手 ( 1,619) 8,700 7,800 7,410 6,670 5,930 測量技師補，測量助手 ( 1,619) 8,700 7,800 7,410 6,670 5,930

撮影助手 850 ( 8,285) ( 7,428) ( 7,057) ( 6,352) ( 5,647) 撮影助手 850 ( 8,285) ( 7,428) ( 7,057) ( 6,352) ( 5,647)
主任地質調査員，地質調査員 (809) 主任地質調査員，地質調査員 (809)

備考１．甲地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」に定められた地域をいう。 備考１．甲地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」に定められた地域をいう。
２．宿泊料は「旅館に宿泊する場合」を適用している。 ２．宿泊料は「旅館に宿泊する場合」を適用している。
３．（ ）内は消費税率で割り戻した金額を記載している。（１円未満切捨て） ３．（ ）内は消費税率で割り戻した金額を記載している。（１円未満切捨て）
４．斜体文字は，２分の１日当の金額を記載している。 ４．斜体文字は，２分の１日当の金額を記載している。

積算上の注意事項
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工 種 測量業務積算基準
(H24)参 2-1-1

改 正 理 由 説明の削除

改 正 現 行 備 考

第２編 測量業務 第２編 測量業務

第１章 測量業務積算基準（参考資料） 第１章 測量業務積算基準（参考資料）

第１節 測量業務積算基準 第１節 測量業務積算基準
１－１ 成果検定 １－１ 成果検定

１－１－１ 成果検定の対象 １－１－１ 成果検定の対象
（１） 基本測量（全ての測量の基礎となる測量で，国土地理院が行うものをいう） （１） 基本測量（全ての測量の基礎となる測量で，国土地理院が行うものをいう）

基本測量は全ての測量の基礎となるものであり，高精度を要し，かつ利用度の高いものである 基本測量は全ての測量の基礎となるものであり，高精度を要し，かつ利用度の高いものである
ので，原則として全ての基本測量を成果検定の対象とする。 ので，原則として全ての基本測量を成果検定の対象とする。

（２） 公共測量（地方整備局等が行う測量） （２） 公共測量（地方整備局等が行う測量）
公共測量作業規程で，精度を要すると規定されている測量，後続の測量の基準となる測量（基 国土交通省公共測量作業規程で，精度を要すると規定されている測量，後続の測量の基準とな

盤地図情報に該当する測量成果等）及び成果の重要性を勘案して地図作成（修正・写真地図を含 る測量（基盤地図情報に該当する測量成果等）及び成果の重要性を勘案して地図作成（修正・
む。)，空中写真測量，航空レーザ測量，一定距離以上の縦断測量を成果検定対象の標準とする。 写真地図を含む。)，空中写真撮影，航空レーザ測量，一定距離以上の縦断測量を成果検定対象

１） 基準点測量関係 の標準とする。
① １級基準点測量 １） 基準点測量関係

全てを検定の対象とする。 ① １級基準点測量
② ２級基準点測量 全てを検定の対象とする。

全てを検定の対象とする。 ② ２級基準点測量
③ ３級基準点測量 全てを検定の対象とする。

下記 3 項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。 ③ ３級基準点測量
・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合 下記 3 項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。
・4 級基準点測量の基準となる場合 ・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合
・レベル 500 地図作成のための標定点測量の基準となる場合 ・4 級基準点測量の基準となる場合

④ ４級基準点測量 ・レベル 500 地図作成のための標定点測量の基準となる場合
下記 2 項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。 ④ ４級基準点測量
・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合 下記 2 項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。
・レベル 500 ～ 1000 の地図作成のための標定点測量の基準となる場合 ・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合

２） 水準測量関係 ・レベル 500 ～ 1000 の地図作成のための標定点測量の基準となる場合
① １級水準測量 ２） 水準測量関係

全てを検定の対象とする。 ① １級水準測量
② ２級水準測量 全てを検定の対象とする。

全てを検定の対象とする。 ② ２級水準測量
③ ３級及び４級水準測量 全てを検定の対象とする。

下記 2 項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。 ③ ３級及び４級水準測量
・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合 下記 2 項目のうちのいずれかに該当する場合を検定の対象とする。
・図化のための簡易水準測量の基準を与える幹線測量となる場合 ・永久標識及びそれに準ずる標識を設置する場合

３） 空中写真測量関係 ・図化のための簡易水準測量の基準を与える幹線測量となる場合
撮影面積にかかわらず検定の対象とし，撮影後速やかに検定を受けるものとする。 ３） 空中写真撮影関係

４） 数値地形図データ作成関係 撮影面積にかかわらず検定の対象とし，撮影後速やかに検定を受けるものとする。
現地測量・数値図化・数値地形図修正・航空レーザ測量で作成した数値地形図データファイル ４） 数値地形図データ作成関係

については，面積・縮尺にかかわらず検定の対象とする。 現地測量・数値図化・既成図数値化・数値地形図修正・写真地図・航空レーザ測量で作成した
５） 応用測量関係 数値地形図データファイルについては，面積・縮尺にかかわらず検定の対象とする。なお，空中

路線測量・河川測量において実施される縦断測量で 3km を超えるものを検定の対象とする。 三角測量については，その成果が最終となる場合は検定の対象とする。
なお，縦断測量（仮ＢＭ設置測量・水準基標測量を含む）は，主に水準測量により行われてい ５） 応用測量関係

ることから，検定料金が示されていない場合は，該当する水準測量の検定料金を適用することが 路線測量・河川測量において実施される縦断測量で 3km を超えるものを検定の対象とする。
出来るものとする。また，路線測量・河川測量において基盤地図情報に該当する測量成果等は検 なお，縦断測量（仮ＢＭ設置測量・水準基標測量を含む）は，主に水準測量により行われてい
定の対象とす ることから，検定料金が示されていない場合は，該当する水準測量の検定料金を適用することが

出来るも

積算上の注意事項
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工 種 測量業務積算基準
(H24)参 2-1-2

改 正 理 由 説明の追加

改 正 現 行 備 考

る。 のとする。また，路線測量・河川測量において基盤地図情報に該当する測量成果等は検定の対象とする。

１－１－２ 成果検定機関との成果の受渡し １－１－２ 成果検定機関との成果の受渡し
成果検定機関との成果の受渡しは，郵送等により行うことを標準とし，成果検定に要する旅費交通費は 成果検定機関との成果の受渡しは，郵送等により行うことを標準とし，成果検定に要する旅費交通費は計

計上しないものとする。 上しないものとする。

１－１－３ 成果検定料金 １－１－３ 成果検定料金
成果検定料金は，物価資料（「積算資料」，「建設物価」をいう）を参考にして計上する。なお，地図作 成果検定料金は，物価資料（「積算資料」，「建設物価」をいう）を参考にして計上する。なお，地図作成

成等において，検定料金が地域条件等により区分されているものについては，その区分条件に応じた料金 等において，検定料金が地域条件等により区分されているものについては，その区分条件に応じた料金を使
を使用する。また，必要に応じて，成果検定料金に電子成果品作成費を別途加算する。 用する。

１－２ 標準歩掛上の率計上費目 １－２ 標準歩掛上の率計上費目
標準歩掛における各費目の構成は表１－１－１によるものとし，原則として歩掛内の各費目の直接人件 標準歩掛における各費目の構成は表１－１－１によるものとし，原則として歩掛内の各費目の直接人件費

費に対する割合として率計上する。 に対する割合として率計上する。
表１－１－１ 標準歩掛上の率計上費目 表１－１－１ 標準歩掛上の率計上費目

費 目 経費の内訳 摘 要 費 目 経費の内訳 摘 要

主要機械費 歩掛表に明示される機械等の損料，使用料 主要機械費 歩掛表に明示される機械等の損料，使用料
機械経費 機械経費

雑 器 材 費 上記以外の器械及び耐久性消耗品類の経費 雑 器 材 費 上記以外の器械及び耐久性消耗品類の経費

主要材料費 歩掛表に明示される物品等の経費 主要材料費 歩掛表に明示される物品等の経費

材 料 費 雑 品 費 上記以外の消耗品類 材 料 費 雑 品 費 上記以外の消耗品類

処理薬品費 写真処理に関する経費 処理薬品費 写真処理に関する経費

通信運搬費 電話代，切手代，宅配便代等 通信運搬費 電話代，切手代，宅配便等

通信運搬費等 補 償 費 伐木補償費，踏み荒らし料 通信運搬費等 補 償 費 伐木補償費，踏み荒らし料

雑 費 上記以外の費用 雑 費 上記以外の費用

１－３ 全体計画及び現地踏査 １－３ 全体計画及び現地踏査
路線測量及び河川測量の全体計画及び現地踏査は，単独の測量作業発注（たとえば中心線測量のみ）の 路線測量及び河川測量の全体計画及び現地踏査は，単独の測量作業発注（たとえば中心線測量のみ）の場

場合でも計上する。ただし，河川測量の現地踏査については，「複写」のみの場合は除く。 合でも計上する。ただし，河川測量の現地踏査については，「複写」のみの場合は除く。

１－４ 打合せ協議 １－４ 打合せ協議
複数の測量業務を同時に発注する場合の打合せ協議は，主たる業務の歩掛を適用するものとし，それ以 複数の測量業務を同時に発注する場合の打合せ協議は，主たる業務の歩掛を適用するものとし，それ以外

外の業務については，必要に応じて中間の打合せ協議ができるものとする。 の業務については，必要に応じて中間の打合せ協議ができるものとする。

１－５ 地域差による変化率適用区分 １－５ 地域差による変化率適用区分
地域差による変化率の適用区分は，表１－１－２を標準とする。 地域差による変化率の適用区分は，表１－１－２を標準とする。

積算上の注意事項
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工 種 用地測量
(H24) 参 2-2-5

改 正 理 由 公共測量作業規程の記載との整合

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項



- 10 / 47 -

工 種 用地測量
(H24) 参 2-2-7

改 正 理 由 公共測量作業規程の記載との整合

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-10

改 正 理 由 標準歩掛変更に伴う説明修正

改 正 現 行 備 考

第５節 空中写真測量 第５節 空中写真測量
５－１ 空中写真測量の工程 ５－１ 空中写真測量の工程

５－１－１ 工程概要（公共測量作業規程より抜粋） ５－１－１ 工程概要（国土交通省公共測量作業規程より抜粋）
（１） 空中写真測量 （１） 空中写真測量

１） 作業計画 １） 作業計画
公共測量作業規程第 11 条の規定によるほか工程別に作成するものとする。 公共測量作業規程第 11 条の規定により工程別に作成するものとする。

２） 標定点の設置 ２） 標定点の設置
既設点のほかに同時調整及び数値図化において空中写真の標定に必要な水平位置及び標高の基準 既設点のほかに空中三角測量及び数値図化において空中写真の標定に必要な基準点又は水準点（標定

となる点（標定点）を設置する作業をいう。 点）を設置する作業をいう。
３） 対空標識の設置 ３） 対空標識の設置

同時調整及び数値図化において基準点，標定点等の写真座標を測定するため，基準点等に一時標 空中三角測量及び数値図化において基準点，水準点，標定点等の写真座標を測定するため，基準点等
識を設置する作業をいう。 に標識を設置する作業をいう。

４） 撮 影 ４） 撮 影
測量用空中写真を撮影する作業をいい，後続作業に必要な写真処理及び数値写真の作成工程を含 測量用空中写真を撮影する作業をいい，後続作業に必要な写真処理工程までを含むものとする。

むものとする。 ５） 刺 針
５） 刺 針 空中三角測量及び数値図化において基準点等の写真座標を測定するため，基準点等の位置を現地にお

同時調整及び数値図化において基準点等の写真座標を測定するため，基準点等の位置を現地にお いて空中写真上に表示する作業をいう。
いて空中写真上に表示する作業をいう。 ６） 現地調査

６） 同時調整 数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項，名称等について地図情報レベルを考慮して
デジタルステレオ図化機を用いて，パスポイント，タイポイント，標定点の写真座標を測定し， 現地において調査確認し，その結果を空中写真及び参考資料に記入して，数値図化及び数値編集に必要

標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行った上，各写真の外部標定 な資料を作成する作業をいう。
要素の成果値，パスポイント，タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。 ７） 空中三角測量

７） 現地調査 解析図化機又はデジタルステレオ図化機を用いてパスポイント，タイポイント及び基準点等の写真座
数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項，名称等について地図情報レベルを考慮 標を測定し，基準点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行った上，各写真の

して現地において調査確認し，その結果を空中写真及び参考資料に記入して，数値図化及び数値編 外部標定要素の成果値及びパスポイント，タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。
集に必要な資料を作成する作業をいう。 ８） 数値図化

８） 数値図化 空中写真，空中三角測量等で得られた成果を使用し，デジタルステレオ図化機，解析図化機，座標読
空中写真及び同時調整等で得られた成果を使用し，デジタルステレオ図化機によりステレオモデ 取装置付アナログ図化機(以下「数値図化機」という。）を用いて，ステレオモデルを構築し，地形，地

ルを構築し，地形，地物等の座標値を取得し，数値図化データを記録する作業をいう。 物等の座標値を取得し，数値図化データを記録する作業をいう。
９） 数値編集 ９） 地形補備測量

現地調査等の結果に基づき，図形編集装置を用いて数値図化データを編集し，編集済データを作 レベル 1,000 以下の数値地形図データを作成する場合において，計画機関が特に必要と認めて指定する
成する作業をいう。 区域を対象として，現地で等高線及び標高点を測定描画する作業をいう。

１０） 補測編集 10） 数値編集
数値編集で作成された編集済データ及び出力図に表現されている重要な事項の確認を行い，必要 現地調査の結果に基づき，図形編集装置を用いて数値図化データを編集し，編集済データを作成する

部分を現地において補測する測量を行い，これらの結果に基づき編集済データを編集することによ 作業をいう。
り，補測編集済データを作成する作業をいう。 11） 補測編集

１１） 数値地形図データファイルの作成 編集済データ及び出力図に表現されている重要な事項の確認を行い，必要部分を現地において補測す
製品仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイルを作成し，電磁的記録媒体 る測量を行い，これらの結果に基づき編集済データを編集することにより，補測編集済データを作成す

に記録する作業をいう。 る作業をいう。
12） 数値地形図データファイルの作成

製品仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイルを作成し，電磁的記録媒体に記
録する作業をいう。

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-11

改 正 理 由 工程名称等変更

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-12

改 正 理 由 工程名称等変更

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-13

改 正 理 由 工程名称等変更

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-14

改 正 理 由 公共測量作業規程改訂に伴う説明の変更

改 正 現 行 備 考

５－２ 作業工程の計画 ５－２ 作業工程の計画
５－２－１ 各作業工程の検討 ５－２－１ 各作業工程の検討
計画を立てる場合の基本的条件として，次の事項を検討する。 計画を立てる場合の基本的条件として，次の事項を検討する。

（１） 数値地形図データの使用目的 （１） 地形図の使用目的
道路計画，河川計画，ダム・砂防計画等 道路計画，河川計画，ダム・砂防計画等

（２） 数値地形図データの作成区域 （２） 図化区域
整備する数値地形図データの作成区域とする。 面積，形状

（３） 必要精度 （３） 必要精度
作成する数値地形図データの地図情報レベルに応じた平面位置及び標高とする。 平面位置，高さ

（４） 地形図に表現すべき内容 （４） 地形図に表現すべき内容
作業規程及び図式等の検討，図式にないものについての表現を検討する。 作業規程及び図式等の検討，図式にないものについての表現の検討。

（５） 資 料 （５） 資 料
収集した資料が使用できるものかどうか検討する。 収集した資料が使用できるものかどうか検討する。

（６） 地図を必要とする時期 （６） 地図を必要とする時期
（７） 地図情報レベル （７） 地図情報レベル

地図情報レベルは，使用目的に応じて，レベル 2500 都市計画図，レベル 2500 河川計画図等のようにあら 地図情報レベルは，使用目的に応じて，レベル 2,500 都市計画図，レベル 2,500 河川計画図等のようにあらか
かじめ指定されていることが一般的である。 じめ指定されていることが一般的である。
（８） 写真縮尺 （８） 等高線間隔

精度を十分に保つために写真縮尺を大きくすると，写真枚数が増えて不経済であり，逆に写真縮尺が小さ 地形図上に表現する等高線は，実際には使用図化機の測定精度と図に表現されたときの見やすさを考慮して
くなりすぎると，経済的ではあるが精度は低下し，判読も困難となり誤りを生じやすい。公共測量作業規程 決めなければならない。作業規程では，図上間隔 0.8 ㎜～ 1.0 ㎜を基準にして等高線間隔を規定している。
第 124 条で地図情報レベルと地上画素寸法との関係を定めている。 （９） 写真縮尺

やむを得ず該当する縮尺がない撮影及び対空標識の設置を行う場合の歩掛の適用は，撮影縮尺を 80 ％を限 精度を十分に保つために写真縮尺を大きくすると，写真枚数が増えて不経済であり，逆に写真縮尺が小さく
度として適用することが出来るものとする。（例 1/5,000 の場合には 1/4,000 を適用） なりすぎると，経済的ではあるが精度は低下し，判読も困難になって誤りを生じやすい。公共測量作業規程第 124
（９） 使用カメラ 条で地図情報レベルと撮影縮尺との関係を定めている。

使用するデジタル航空カメラの性能は，公共測量作業規程第 121 条で定められている。 やむを得ず該当する縮尺がない撮影及び対空標識の設置を行う場合の歩掛の適用は，撮影縮尺を 80 ％を限度
（１０）ＧＮＳＳ /ＩＭＵ装置 として適用することが出来るものとする。（例 1/5,000 の場合には 1/4,000 を適用）

使用するＧＮＳＳ /ＩＭＵ装置の性能は，公共測量作業規程第 122 条で定められている。 （１０）使用カメラ
（１１）使用図化機 同一高度から撮影した場合，広角カメラの方が広い面積がカバーできて経済的に有利であり，基線高度比（主

使用するデジタルステレオ図化機の性能は，公共測量作業規程第 173 条で定められている。 点基線長と撮影高度の比率）が大きくなるので高さの精度も良くなる。
また，普通角カメラは，市街地，山岳地といった，比高による死角が多くなる地域に，長焦点カメラは，飛

行制限等により低空撮影が制限されているとき等に用いることができる。
（１１）空中三角測量

写真測量では，標定のため１モデルごとに最小限３個の標定用基準点が必要であるが，これを全部現地で測
量することは，ほとんど不可能である。このため，空中写真を使って標定に必要な基準点（パスポイント，タ
イポイント）の座標を求める作業が空中三角測量である。
（１２）使用図化機

使用する数値図化機の性能は，国土交通省公共測量作業規程第 176 条で定められている。

積算上の注意事項



- 16 / 47 -

工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-15

改 正 理 由 公共測量作業規程改訂に伴う説明の変更

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-16

改 正 理 由 使用カメラ諸元の変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項



- 18 / 47 -

工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-17

改 正 理 由 使用カメラ諸元の変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-18

改 正 理 由 使用カメラ諸元の変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-19

改 正 理 由 使用カメラ諸元の変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-20

改 正 理 由 使用カメラ諸元の変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-21

改 正 理 由 使用カメラ諸元の変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-22

改 正 理 由 解説修正

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-23

改 正 理 由 解説修正

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項



- 25 / 47 -

工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-24

改 正 理 由 解説修正

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-25

改 正 理 由 標準歩掛変更に伴う説明修正

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-26

改 正 理 由 機器搭載に伴い削除

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-27

改 正 理 由 撮影基地追加

改 正 現 行 備 考

図２－５－１３ 撮影基地一覧

積算上の注意事項
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● 
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旭 川 空港 

稚 内 空港 

Ｂ   4 5 °2 4′ 
Ｌ  1 4 1 °4 9′ 

Ｂ   4 4 °1 5′ 
Ｌ  1 4 3 °3 2′ 

紋 別 空港 

Ｂ   4 3 °5 3′ 
Ｌ  1 4 4 °1 0′ 

女 満 別 空港 

Ｂ   4 3 °0 7′ 
Ｌ  1 4 1 °2 3′ 

丘 珠 空港 

Ｂ   4 1 °4 6′ 
Ｌ  1 4 0 °4 9′ 

Ｂ   4 3 °0 2′ 
Ｌ  1 4 4 °1 2′ 

Ｂ   4 2 °4 4′ 
Ｌ  1 4 3 °1 3′ 

●

ホンダエアポート 

佐 賀 空港 

Ｂ   4 0 °4 4′ 
Ｌ  1 4 0 °4 2′ 

Ｂ   4 0 °1 1′ 
Ｌ  1 4 0 °2 3′ 

Ｂ   3 7 °5 7′ 
Ｌ  1 3 9 °0 7′ 

Ｂ   3 9 °3 7′ 
Ｌ  1 4 0 °1 3′ 

Ｂ   3 9 °2 6′ 
Ｌ  1 4 1 °0 8′ 

Ｂ   3 8 °4 9′ 
Ｌ  1 3 9 °4 7′ 

Ｂ   3 8 °0 8′ 
Ｌ  1 4 0 °5 5′ 

Ｂ   3 6 °1 0′ 
Ｌ  1 3 7 °5 6′ 

Ｂ   3 5 °4 0′ 
Ｌ  1 3 9 °3 2′ 

Ｂ   3 6 °3 9′ 
Ｌ  1 3 7 °1 1′ 

Ｂ   3 5 °5 9′ 
Ｌ  1 3 9 °3 1′ 

Ｂ   3 7 °1 3′ 
Ｌ  1 4 0 °2 6′ 

Ｂ   3 4 °4 7′ 
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Ｂ   3 3 °0 7′ 
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Ｂ   2 8 °2 6′ 
Ｌ  1 2 9 °4 3′ 

Ｂ   2 5 °5 0′ 
Ｌ  1 3 1 °1 5′ 

Ｂ   2 6 °1 2′ 
Ｌ  1 2 7 °3 9′ 

Ｂ   2 7 °5 0′ 
Ｌ  1 2 8 °5 3′ 

Ｂ   2 4 °4 7′ 
Ｌ  1 2 5 °1 8′ 

Ｂ   2 4 °2 0′ 
Ｌ  1 2 4 °1 1′ 

Ｂ   3 6 °0 8′ 
Ｌ  1 3 6 °1 4′ 

Ｂ   3 5 °3 1′ 
Ｌ  1 3 4 °4 7′ 

Ｂ   3 5 °3 2′ 
Ｌ  1 3 4 °1 0′ 

Ｂ   3 5 °2 5′ 
Ｌ  1 3 2 °5 4′ 

Ｂ   3 4 °4 0′ 
Ｌ  1 3 1 °4 8′ 

Ｂ   3 3 °5 6′ 
Ｌ  1 3 1 °1 6′ 

Ｂ   3 3 °5 0′ 
Ｌ  1 3 0 °5 7′ 

Ｂ   3 3 °3 5′ 
Ｌ  1 3 0 °2 7′ 

Ｂ   3 3 °0 9′ 
Ｌ  1 3 0 °1 8′ 

Ｂ   3 4 °3 6′ 
Ｌ  1 3 5 °3 6′ 

Ｂ   3 3 °4 0′ 
Ｌ  1 3 5 °2 2′ 

Ｂ   3 4 °1 3′ 
Ｌ  1 3 4 °0 1′ 

Ｂ   3 3 °3 2′ 
Ｌ  1 3 3 °4 0′ 

Ｂ   3 3 °4 9′ 
Ｌ  1 3 2 °4 2′ 

Ｂ   3 3 °2 9′ 
Ｌ  1 3 1 °4 4′ 

Ｂ   3 1 °5 2′ 
Ｌ  1 3 1 °2 7′ 

Ｂ   3 2 °5 0′ 
Ｌ  1 3 0 °5 1′ 

Ｂ   3 1 °4 8′ 
Ｌ  1 3 0 °4 3′ 

Ｂ   3 0 °3 3′ 
Ｌ  1 3 0 °5 7′ 

Ｂ   3 2 °5 5′ 
Ｌ  1 2 9 °5 5′ 

Ｂ   3 2 °4 0′ 
Ｌ  1 2 8 °5 0′ 
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-28

改 正 理 由 解説修正

改 正 現 行 備 考

５－４ 標定点測量 ５－４ 標定点測量
５－４－１ 標定点測量・対空標識の設置・刺針 ５－４－１ 標定点測量・対空標識設置・刺針

（１） 標定点測量は，既設点のほかに同時調整及び数値図化において空中写真の標定に必要な水平位置及 （１） 標定点測量は，既設点のほかに空中三角測量及び図化において空中写真の標定に必要な標定点（基準
び標高の基準となる点（標定点）を設置する作業をいう。 点や水準点）を設置する作業をいう。標定点には，既設の基準点や水準点を極力利用するように努める。

（２） 対空標識の設置は，既設基準点，標定点が写真上で確認できるように設置するものである。対空標 対象地域の必要な位置に十分な既設点がある場合には，この工程は省略することができる。選点の条
識の規格は，公共測量作業規程第 115 条を標準とする。なお，空中写真上で明瞭な構造物が観測でき 件は，国土交通省公共測量作業規程第 112 条のとおりとする。
る場合，その構造物上で標定点測量を行い対空標識に代えることができる。 （２） 対空標識の設置は，既設基準点，標定点が写真上で確認できるように設置するものである。対空標識

（３） 刺針は，設置した対空標識が空中写真上において明瞭に確認することができない場合に行い，空中 の規格は，国土交通省公共測量作業規程第 115 条を標準とする。
写真の撮影後，現地の状況が変化しない時期に行うものとする。 （３） 刺針は，対空標識が空中写真上で明瞭に確認できない場合，対空標識設置総数のおおむね 30 ％を超え

ない範囲で行うことができる。

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-29

改 正 理 由 公共測量作業規程改正に伴う工程変更

改 正 現 行 備 考

５－５ 同時調整
５－５－１ 同時調整
同時調整は，図化作業に必要なパスポイント，タイポイント等の水平位置及び標高の決定をデジタルステ

レオ図化機を用いて行う作業である。
同時調整の調整方法は，プログラムを使用し作業地区全域を一つのブロックとしてバンドル法により行う。

また，調整計算は，撮影時に取得した GNSS/IMU の解析計算で得られた外部標定要素の観測データ及び標定
点等を使用する。

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-30

改 正 理 由 公共測量作業規程改正に伴う工程変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-31

改 正 理 由 公共測量作業規程改正に伴う工程変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項



- 33 / 47 -

工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-32

改 正 理 由 公共測量作業規程改正に伴う工程変更

改 正 現 行 備 考

（削除）

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-33

改 正 理 由 解説修正

改 正 現 行 備 考

５－５－２ 簡易水準測量
（１） 簡易水準測量の概要

簡易水準測量は高さの精度を確保するために実施するが，公共測量で大縮尺図については努めて実施
することが望ましい。一般的な選定法は（２）のとおりであるが，さらに同時調整等を考慮に入れて計
画する。

また，既設水準点が近くにない場合，往々にして突出した路線になることが多いが，既知点へ戻る往
復の距離も作業量とする。

（２） 路線の選定
１） 路線長（網を形成した場合は，既知点から交点，又は交点から交点までの距離）は，原則として

15km（結合路線又は環が形成できないときは８ km）以内とする。固定点は，約１ km ごとに設置す
る。

２） 結合路線又は環が形成できないときは，往復観測を行う。
３） 路線番号は，一連番号で表示する。

積算上の注意事項
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工 種 空中写真測量
(H24)参 2-2-34

改 正 理 由 解説修正

改 正 現 行 備 考

積算上の注意事項
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項

第６節 航空レーザ測量 

６－１  航空レーザ測量の工程 

 ６－１－１ 工程概要（公共測量作業規程より抜粋） 

（１） 航空レーザ測量 

１） 作業計画 

 公共測量作業規程第 11 条の規定によるほか工程別に作成するものとする。 

２） 固定局の設置 

 航空レーザ測量において，レーザ測距装置の位置をキネマティック法で求めるための地上固

定局を設置することをいう。 

３） 航空レーザ計測 

 航空レーザ測量システム（ＧＮＳＳ/ＩＭＵ装置，レーザ測距装置，解析ソフトウェア）を用

いて，計測データを取得する作業をいう。 

４） 調整用基準点の設置 

 三次元計測データの点検及び調整を行うための基準点（調整用基準点）を設置する作業をい

う。 

５） 三次元計測データの作成 

 三次元計測データは，航空レーザ計測データを統合解析して作成する。 

６）  オリジナルデータの作成 

  オリジナルデータは，三次元計測データから作成するものとする。 

７） グラウンドデータの作成 

  グラウンドデータは，オリジナルデータのうち地表面の標高を示すデータをいい，オリジナ

ルデータからフィルタリングを行い作成するものとする。 

８） グリッドデータの作成 

 グリッドデータは，グラウンドデータから内挿補間により作成するものとする。 

９） 等高線データの作成 

 等高線データは，グラウンドデータ又はグリッドデータを用いて作成するものとする。 

10） 数値地形図データファイルの作成 

 製品仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し，電磁的記録媒体に記録する作業を

いう。 
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項
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工 種 航空レーザ測量
(H24)

改 正 理 由 新規制定

改 正 現 行 備 考

（なし）

積算上の注意事項
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工 種 道路計画・設計
(H25)参 4-1-2

改 正 理 由 設計例における計算式の修正

改 正 現 行 備 考

１－２ 各歩掛補正の算出例 １－２ 各歩掛補正の算出例
１－２－１ 道路予備設計（Ａ） １－２－１ 道路予備設計（Ａ）

設計例として，設計延長を５㎞とし以下の条件で設計積算を行う。 設計例として，設計延長を５㎞とし以下の条件で設計積算を行う。
・市街地（複断面・６車線）１㎞，平地２㎞（４車線），山地２㎞（４車線） ・市街地（複断面・６車線）１㎞，平地２㎞（４車線），山地２㎞（４車線）
・暫 定 計 画 ：無し ・暫 定 計 画 ：無し
・歩道設計（両側）：有り ・歩道設計（両側）：有り
・環境関連施設 ：無し ・環境関連施設 ：無し
・特 殊 法 面 ：無し ・特 殊 法 面 ：無し
・工 区 区 分 ：無し ・工 区 区 分 ：無し
・地 盤 改 良 ：無し ・地 盤 改 良 ：無し

設計与条件 設計与条件

補正条件集計表 補正条件集計表

平 地 2km 平 地 0 ％ × 2/5 ＝ 0 ％
平地 山地 市街地

地 形 山 地 2km （ 0 ％× 2.00km ＋ 15 ％× 2.00km ＋ 15 ％× 1.00km）／ 5.00km ＝ 9 ％ 地 形 山 地 15 ％ × 2/5 ＝ 6 ％

市街地 1km 市街地 15 ％ × 1/5 ＝ 3 ％

４車線 4km ４車線 ６車線 ４車線 0 ％ × 4/5 ＝ 0 ％
車 線 数 （ 0 ％× 4.00km ＋ 5 ％× 1.00km）／ 5.00km ＝ 1 ％ 車 線 数

６車線 1km ６車線 5 ％ × 1/5 ＝ 1 ％

複 断 面 有り 無し 複 断 面 15 ％ × 1/5 ＝ 3 ％
（15 ％× 1.00km ＋ 0 ％× 4.00km）／ 5.00km ＝ 3 ％

暫 定 計 画 無 し ＝ 0 ％
暫 定 計 画 無 し ＝ 0 ％

歩 道 設 計 有 り ＝ 5 ％
歩 道 設 計 有 り ＝ 5 ％

環境関連施設 無 し ＝ 0 ％
環境関連施設 無 し ＝ 0 ％

特 殊 法 面 無 し ＝ 0 ％
特 殊 法 面 無 し ＝ 0 ％

工 区 分 割 無 し ＝ 0 ％
工 区 分 割 無 し ＝ 0 ％

地 盤 改 良 無 し ＝ 0 ％
地 盤 改 良 無 し ＝ 0 ％

計 18 ％
計 18 ％

注）１．付加車線部(登坂車線)は，車線数に加算する。 注）１．付加車線部(登坂車線)は，車線数に加算する。
予備(A) 設計歩掛＝標準歩掛×（１＋ 0.18)×Ｌ＋電子計算機使用料 予備(A) 設計歩掛＝標準歩掛×（１＋ 0.18)×Ｌ＋電子計算機使用料

積算上の注意事項
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工 種 橋梁設計
(H24)参 4-1-39

改 正 理 由 積算基準の明確化

改 正 現 行 備 考

４－２ 橋梁詳細設計 ４－２ 橋梁詳細設計
４－２－１ 積算についての注意事項 ４－２－１ 積算についての注意事項
１．〈橋梁詳細設計全体〉 １．〈橋梁詳細設計全体〉

（１） １橋当りの歩掛 （１） １橋当りの歩掛
座標計算，施工計画，動的照査については，上部工，下部工，基礎工，架設工を全て含んだ 座標計算，施工計画，動的照査については，上部工，下部工，基礎工，架設工を全て含んだ

１橋当りの歩掛として計上する。 １橋当りの歩掛として計上する。
標準歩掛に記載している上部工橋種及び適用条件以外の場合は、別途考慮するものとする。
（例：少数主桁橋は標準歩掛に記載している上部工橋種として記載が無いため別途考慮す

る。）
（２） １業務当りの歩掛 （２） １業務当りの歩掛

１） 関係機関との協議資料作成 １） 関係機関との協議資料作成
河川・道路管理者，ＪＲ等関係管理者との協議用・説明会資料が別途必要な場合に１業務 河川・道路管理者，ＪＲ等関係管理者との協議用・説明会資料が別途必要な場合に１業務

当りの追加歩掛を計上する。 当りの追加歩掛を計上する。
２） 現地踏査 ２） 現地踏査

現地踏査として１業務当りの歩掛を計上する。 現地踏査として１業務当りの歩掛を計上する。
３） 設計協議 ３） 設計協議

設計協議として１業務当りの歩掛を計上する。なお，標準回数は４回とする。 設計協議として１業務当りの歩掛を計上する。なお，標準回数は４回とする。
（着手時＋中間時×２＋成果品納入時） （着手時＋中間時×２＋成果品納入時）

注）着手時，成果品納入時には原則として，管理技術者が立ち会うよう特記仕様書に明示する 注）着手時，成果品納入時には原則として，管理技術者が立ち会うよう特記仕様書に明示する
ものとする。 ものとする。

◎ 橋梁詳細設計全体 ◎ 橋梁詳細設計全体
（直接人件費） （直接人件費）
［１橋当り］ 「座標計算」歩掛 「施工計画」歩掛 「動的照査」歩掛 ［１橋当り］ 「座標計算」歩掛 「施工計画」歩掛 「動的照査」歩掛
［１業務当り］ 「関係機関との協議資料作成」歩掛 「現地踏査」歩掛 ［１業務当り］ 「関係機関との協議資料作成」歩掛 「現地踏査」歩掛

「設計協議」歩掛 「設計協議」歩掛

（３） 鋼橋の設計における疲労設計 （３） 鋼橋の設計における疲労設計
鋼橋の設計において，疲労設計については，現行歩掛に含まれる。 鋼橋の設計において，疲労設計については，現行歩掛に含まれる。
ただし，疲労設計が不要の場合は，別途考慮する。 ただし，疲労設計が不要の場合は，別途考慮する。

（４） 動的照査 （４） 動的照査
１） 地震時の挙動を動力学的に解析し，橋の地震応答特性については，静的照査法より精度良 １） 地震時の挙動を動力学的に解析し，橋の地震応答特性については，静的照査法より精度良

く推定することができ，また構造形式等による適用条件も少なく汎用性が高い。しかし，解 く推定することができ，また構造形式等による適用条件も少なく汎用性が高い。しかし，解
析モデルの設定法等が解析結果に重要な影響を及ぼすこともあり，求められた結果の妥当性 析モデルの設定法等が解析結果に重要な影響を及ぼすこともあり，求められた結果の妥当性
の評価や解析結果の耐震設計への反映方法等については，動的照査法に関する適切な知識と の評価や解析結果の耐震設計への反映方法等については，動的照査法に関する適切な知識と
技術が必要となる。 技術が必要となる。

２） 歩掛適用範囲は，本基準書に記載のある橋種，橋長等（径間数，形状等の補正を含む）を ２） 歩掛適用範囲は，本基準書に記載のある橋種，橋長等（径間数，形状等の補正を含む）を
対象とするものとし，それ以外の橋梁については別途考慮する。 対象とするものとし，それ以外の橋梁については別途考慮する。

２．〈橋梁上部工〉 ２．〈橋梁上部工〉
（１） 類似構造物 （１） 類似構造物

【類似構造物の定義】 【類似構造物の定義】
類似構造物とは，橋種・形状（斜角・バチ形・曲線形）の補正する項目が同一の場合をい 類似構造物とは，橋種・形状（斜角・バチ形・曲線形）の補正する項目が同一の場合をい

う。 う。
また，橋種とは，材質（ＰＣ，鋼橋等）・形式（Ｉ型等）・径間数のことをいう。 また，橋種とは，材質（ＰＣ，鋼橋等）・形式（Ｉ型等）・径間数のことをいう。

１） 類似構造物の範囲は，同一業務内のみ適用する。（連続高架橋を２つ以上の業務に分割し １） 類似構造物の範囲は，同一業務内のみ適用する。（連続高架橋を２つ以上の業務に分割し
て発注する場合は，類似構造物として取り扱えないため，設計区間割等について十分検討す て発注する場合は，類似構造物として取り扱えないため，設計区間割等について十分検討す
る。） る。）

２） 同一橋種（材質・形式・径間数が同じもの）で橋長の異なる複数の橋梁を設計する場合， ２） 同一橋種（材質・形式・径間数が同じもの）で橋長の異なる複数の橋梁を設計する場合，
一番橋長の長いものを基本構造物とし，その他は類似構造物として取り扱う。 一番橋長の長いものを基本構造物とし，その他は類似構造物として取り扱う。
（上下線が分離した橋梁についても同様とする。） （上下線が分離した橋梁についても同様とする。）

３） 同一橋種の橋梁における類似構造物の取り扱いは，基本となる構造物を１橋のみ計上する。 ３） 同一橋種の橋梁における類似構造物の取り扱いは，基本となる構造物を１橋のみ計上する。
なお，類似構造物を基本構造物に読み替えた“類似の類似”は行わない。 なお，類似構造物を基本構造物に読み替えた“類似の類似”は行わない。

４） 変更設計で，基本構造物の橋種等を変更する場合，類似構造物は基本構造物を失うため類 １） 変更設計で，基本構造物の橋種等を変更する場合，類似構造物は基本構造物を失うため類
似構造物の一つを基本構造物とし，残りの類似構造物については元設計の歩掛をそのまま適 似構造物の一つを基本構造物とし，残りの類似構造物については元設計の歩掛をそのまま適
用する。 用する。

積算上の注意事項
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工 種 橋梁設計
(H24)参 4-1-41

改 正 理 由 積算基準の明確化

改 正 現 行 備 考

１） 電子計算機使用料 １） 電子計算機使用料
電子計算機使用料は，基本構造物を対象とし，上部工橋種毎にそれぞれ標準歩掛の１％ 電子計算機使用料は，上部工橋種毎にそれぞれ標準歩掛の１％を直接経費として計上する。
を直接経費として計上する。

２） 橋長補正 ２） 橋長補正
３径間連続ポストテンションＴ桁橋の橋長補正式より，ｙ＝０．３６６×Ｌ＋５３．３４ ３径間連続ポストテンションＴ桁橋の橋長補正式より，ｙ＝０．３６６×Ｌ＋５３．３４

（％） （％）
したがって，橋長１６８ｍの場合；０．３６６×１６８＋５３．３４＝１１４．８２８ したがって，橋長１６８ｍの場合；０．３６６×１６８＋５３．３４＝１１４．８２８

≒１１４．８（％） ≒１１４．８（％）
（小数２位を四捨五入し，小数１位止とする） （小数２位を四捨五入し，小数１位止とする）

橋長１６０ｍの場合；０．３６６×１６０＋５３．３４＝１１１．９００ 橋長１６０ｍの場合；０．３６６×１６０＋５３．３４＝１１１．９００
≒１１１．９（％） ≒１１１．９（％）

（小数２位を四捨五入し，小数１位止とする） （小数２位を四捨五入し，小数１位止とする）
注）歩掛適用範囲については，「径間毎の標準橋長」で決定し，適用橋長（４径間の場合は， 注）歩掛適用範囲については，「径間毎の標準橋長」で決定し，適用橋長（４径間の場合は，

３径間適用橋長×１３０％）を超えるものについては別途考慮するものとし，橋長補正式に ３径間適用橋長×１３０％）を超えるものについては別途考慮するものとし，橋長補正式に
よる歩掛の補正はしないものとする。 よる歩掛の補正はしないものとする。

３） 予備設計の有無による補正 ３） 予備設計の有無による補正
予備設計を実施していない場合は，標準歩掛（予備設計あり）の５％を加算する。 予備設計を実施していない場合は，標準歩掛（予備設計あり）の５％を加算する。

４） 径間が変化する場合の補正 ４） 径間が変化する場合の補正
連続桁の場合，標準歩掛（３径間）に対して各補正率を乗じたものを加算する。したがっ 連続桁の場合，標準歩掛（３径間）に対して各補正率を乗じたものを加算する。したがっ

て，４径間の場合は，標準歩掛の５％を加算する。 て，４径間の場合は，標準歩掛の５％を加算する。
注）径間数が７径間以上のものについては，別途考慮するものとする。 注）径間数が７径間以上のものについては，別途考慮するものとする。

５） 形状の変化する場合の補正 ５） 形状の変化する場合の補正
斜橋，バチ形橋，曲線橋の場合，標準歩掛に対して各補正率を乗じたものを加算する。な 斜橋，バチ形橋，曲線橋の場合，標準歩掛に対して各補正率を乗じたものを加算する。な

お，床版で対応できる範囲の曲線橋及びバチ形橋については補正の対象としない。また，形 お，床版で対応できる範囲の曲線橋及びバチ形橋については補正の対象としない。また，形
状補正項目が重複する場合は，該当補正率のうち上位の補正率を単独使用する。 状補正項目が重複する場合は，該当補正率のうち上位の補正率を単独使用する。

したがって，曲線橋（補正率８０％）で斜橋（補正率１０％）の場合は，上位補正率であ したがって，曲線橋（補正率８０％）で斜橋（補正率１０％）の場合は，上位補正率であ
る８０％のみを標準歩掛に乗じたものを加算する。 る８０％のみを標準歩掛に乗じたものを加算する。

６） 標準設計を利用する場合の補正 ６） 標準設計を利用する場合の補正
単純ポストテンションＴ桁橋の標準設計利用が２橋のため， 単純ポストテンションＴ桁橋の標準設計利用が２橋のため，
標準歩掛（単純ポストテンションＴ桁橋［予備設計あり］）×６０％×２橋を計上する。 標準歩掛（単純ポストテンションＴ桁橋［予備設計あり］）×６０％×２橋を計上する。

７） その他 ７） その他
景観検討が必要な場合は別途考慮するものとし，追加歩掛として加算する。 景観検討が必要な場合は別途考慮するものとし，追加歩掛として加算する。

◎ 上部工合計 ◎ 上部工合計
（直接人件費） （直接人件費）
*４径間連続ポストテンションＴ桁橋 *４径間連続ポストテンションＴ桁橋

［基本構造物］標準歩掛（３径間）×（１１４．８／１００＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×１ ［基本構造物］標準歩掛（３径間）×（１１４．８／１００＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×１
＝標準歩掛（３径間）× （１．１４８＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×１ ＝標準歩掛（３径間）× （１．１４８＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×１

［類似構造物］標準歩掛（３径間）×（１１１．９／１００＋０．０５＋０．０５＋０．８０）× ［類似構造物］標準歩掛（３径間）×（１１１．９／１００＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×
０．６５ ０．６５
＝標準歩掛（３径間）×（１．１１９＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×０．６５ ＝標準歩掛（３径間）×（１．１１９＋０．０５＋０．０５＋０．８０）×０．６５

*単純ポストテンションＴ桁橋 *単純ポストテンションＴ桁橋
標準歩掛（単純ポストテンションＴ桁橋［予備設計あり］）×０．６０×２橋 標準歩掛（単純ポストテンションＴ桁橋［予備設計あり］）×０．６０×２橋
（直接経費［電子計算機使用料］） （直接経費［電子計算機使用料］）
標準歩掛（３径間連続ポストテンションＴ桁橋）×０．０１ 標準歩掛（３径間連続ポストテンションＴ桁橋）×０．０１
（単純ポストテンションＴ桁橋は標準設計を利用するので対象としない） （単純ポストテンションＴ桁橋は標準設計を利用するので対象としない）

積算上の注意事項
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工 種 橋梁設計
(H24)参 4-1-43

改 正 理 由 積算基準の明確化

改 正 現 行 備 考

１） 電子計算機使用料 １） 電子計算機使用料
電子計算機使用料は，基本構造物を対象とし，下部工では下部工構造型式毎にそれぞれ 電子計算機使用料は，下部工では下部工構造型式毎にそれぞれ標準歩掛の１％を直接経費
標準歩掛の１％を直接経費として計上するものとし，基礎工がある場合は基礎工構造型式 として計上するものとし，基礎工がある場合は基礎工構造型式毎にそれぞれ標準歩掛の２％
毎にそれぞれ標準歩掛の２％を直接経費として計上する。 を直接経費として計上する。

２） 類似構造物の補正 ２） 類似構造物の補正
下部工躯体の構造型式が同一であるＰ１とＰ２（壁式橋脚）及びＰ３とＰ４（張出式橋脚） 下部工躯体の構造型式が同一であるＰ１とＰ２（壁式橋脚）及びＰ３とＰ４（張出式橋脚）

はそれぞれに類似構造物として補正する。 はそれぞれに類似構造物として補正する。
基礎工については，下部工型式が異なるＡ１橋台は単独とし，Ｐ１とＰ２橋脚基礎工（深 基礎工については，下部工型式が異なるＡ１橋台は単独とし，Ｐ１とＰ２橋脚基礎工（深

礎杭）は下部工が同型式（壁式）であるので類似構造物として補正する。 礎杭）は下部工が同型式（壁式）であるので類似構造物として補正する。

◎ 下部工，基礎工合計 ◎ 下部工，基礎工合計
（直接人件費） （直接人件費）
＊下部工 ＊下部工

橋台（逆Ｔ式橋台；基本構造物１基・類似構造物１基） 橋台 ； 標準歩掛（逆Ｔ式橋台）×２（Ａ１・Ａ２橋台の２基）
標準歩掛（逆Ｔ式橋台）×（０．３０＋０．７０×２）

橋脚（壁式橋脚；基本構造物１基・類似構造物１基） 橋脚（壁式橋脚；基本構造物１基・類似構造物１基）
標準歩掛（壁式橋脚）×（０．３０＋０．７０×２） 標準歩掛（壁式橋脚）×（０．３０＋０．７０×２）

橋脚（張出式橋脚；基本構造物１基・類似構造物１基） 橋脚（張出式橋脚；基本構造物１基・類似構造物１基）
標準歩掛（張出式橋脚）×（０．３０＋０．７０×２） 標準歩掛（張出式橋脚）×（０．３０＋０．７０×２）

＊基礎工 ＊基礎工
橋台部；標準歩掛（深礎杭）×１（Ａ１橋台１基のみ類似構造物なし） 橋台部；標準歩掛（深礎杭）×１（Ａ１橋台１基のみ類似構造物なし）
橋脚部（深礎杭；基本構造物１基・類似構造物１基） 橋脚部（深礎杭；基本構造物１基・類似構造物１基）

標準歩掛（深礎杭）×（０．３０＋０．７０×２） 標準歩掛（深礎杭）×（０．３０＋０．７０×２）

（直接経費［電子計算機使用料］） （直接経費［電子計算機使用料］）
＊下部工 標準歩掛（逆Ｔ式橋台）×０．０１＋標準歩掛（壁式橋脚）×０．０１＋標準歩掛（張出式橋脚）× ＊下部工 標準歩掛（逆Ｔ式橋台）×０．０１＋標準歩掛（壁式橋脚）×０．０１＋標準歩掛（張出式橋脚）×

０．０１ ０．０１
＊基礎工 標準歩掛（橋台基礎工：深礎杭）×０．０２＋標準歩掛（橋脚基礎工：深礎工）× ＊基礎工 標準歩掛（深礎杭）×０．０２

０．０２ （基礎工は深礎杭の１型式のみであることから１型式を対象とする）

４．〈橋梁架設工〉 ４．〈橋梁架設工〉
（１） 橋梁詳細設計における架設計画 （１） 橋梁詳細設計における架設計画

上部工の架設計画を検討する場合は，４－２－２［鋼橋の架設工法選定の参考フローチャー 上部工の架設計画を検討する場合は，別紙［鋼橋の架設工法選定の参考フローチャート］［コ
ト］４－２－３［コンクリート橋の架設工法の適用に関する一般的な目安（参考）］を参考 ンクリート橋の架設工法の適用に関する一般的な目安（参考）］を参考に現地に適した架設工
に現地に適した架設工法の選定を行うものとする。 法の選定を行うものとする。

（２） 設計歩掛を計上できる架設工法 （２） 設計歩掛を計上できる架設工法
架設工法選定において４－２－２及び４－２－３の工法のうち，自走クレーン車の直接架設 架設工法選定において別紙工法のうち，自走クレーン車の直接架設でかつ支保工の必要のな
でかつ支保工の必要のない簡易な架設を除いた架設工法の場合にのみ設計歩掛を計上するこ い簡易な架設を除いた架設工法の場合にのみ設計歩掛を計上することを原則とする。
とを原則とする。 （なお，簡易な架設とは支間が短く，自走式クレーンによって直接，桁を橋台・橋脚上に架設

（なお，簡易な架設とは支間が短く，自走式クレーンによって直接，桁を橋台・橋脚上に架設 することが可能な工法をいう。）
することが可能な工法をいう。） なお，１つの橋梁において同種工法を２箇所使用する場合の架設工法数は１工法とし，２つ
なお，１つの橋梁において同種工法を２箇所使用する場合の架設工法数は１工法とし，２つ の橋梁において同種工法をそれぞれ使用する場合の架設工法数は２工法とする。

の橋梁において同種工法をそれぞれ使用する場合の架設工法数は２工法とする。 （３） 橋梁架設工の積算例
（３） 橋梁架設工の積算例 （例）

（例） 設計条件
設計条件 １） 上下線に分離した橋梁の場合

１） 上下線に分離した橋梁の場合 架設工法：上下線とも架設桁架設工法
架設工法：上下線とも架設桁架設工法 ※上記において１架設工法で施工が可能なため架設工法数は１工法となる。
※上記において１架設工法で施工が可能なため架設工法数は１工法となる。 （橋種が違っても架設工法が同一であれば上記と同じ）

（橋種が違っても架設工法が同一であれば上記と同じ）

積算上の注意事項
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工 種 砂防施設設計
(H24) 参 4-1-66

改 正 理 由 設計及び解析業務委託共通仕様書の記載との整合

改 正 現 行 備 考

第９節 砂防構造物設計 第９節 砂防施設設計
９－１ 積算例 ９－１ 積算例

９－１－１ 砂防えん堤予備設計 ９－１－１ 砂防えん堤予備設計
（１） 積 算 条 件 （１） 積 算 条 件

１） えん堤基数：砂防えん堤１基 １） えん堤基数：砂防えん堤１基
２） えん堤型式及びえん堤高：予備設計にて決定する。ただし，えん堤高については H=15m 未満と ２） えん堤型式及びえん堤高：予備設計にて決定する。ただし，えん堤高については H=15m 未満とす

する。 る。
３） 基礎工検討及び景観検討を行う。 ３） 基礎工検討及び景観検討を行う。
４） 現地踏査を行う。 ４） 現地踏査を行う。
５） 打合せ回数：４回（標準歩掛＝第１回＋中間２回＋成果品納入時＝４回） ５） 打合せ回数：４回（標準歩掛＝第１回＋中間２回＋成果品納入時＝４回）

（２） 計 算 例 （２） 計 算 例
１） えん堤予備設計 １） えん堤予備設計

砂防えん堤予備設計標準歩掛を用いる（標準歩掛には基礎工検討及び景観検討を含んでいる）。 砂防えん堤予備設計標準歩掛を用いる（標準歩掛には基礎工検討及び景観検討を含んでいる）。

〔 標準歩掛 〕＝ えん堤予備設計歩掛 ……① 〔 標準歩掛 〕＝ えん堤予備設計歩掛 ……①

２） 現地踏査 ２） 現地踏査
（注）１．により計上する。………② （注）１．により計上する。………②

３） 打合せ協議 ３） 打合せ協議
表１４．１打合せ協議標準歩掛を用いる。 表１４．１打合せ協議標準歩掛を用いる。

〔 標準歩掛 〕＝ 打合せ協議歩掛 ………③ 〔 標準歩掛 〕＝ 打合せ協議歩掛 ………③
４） 設計歩掛 ４） 設計歩掛

設計歩掛 ＝①＋②＋③ 設計歩掛 ＝①＋②＋③

９－１－２ 重力式（不透過型）砂防えん堤詳細設計 ９－１－２ 重力式（不透過型）砂防えん堤詳細設計
（１） 積 算 条 件 （１） 積 算 条 件

１） えん堤型式：重力式（不透過型）砂防えん堤 １） えん堤型式：重力式（不透過型）砂防えん堤
２） えん堤基数：１基 ２） えん堤基数：１基
３） えん堤高：14.0 ｍ ３） えん堤高：14.0 ｍ
４） 前庭工：副えん堤工，水叩き工，側壁護岸工，床固工 ４） 前庭工：副えん堤工，水叩き工，側壁護岸工，床固工
５） 基礎工設計及び景観設計を行う。 ５） 基礎工設計及び景観設計を行う。
６） 打合せ回数：６回（標準歩掛＝第１回＋中間３回＋成果品納入時＝５回）＋中間１回 ６） 打合せ回数：６回（標準歩掛＝第１回＋中間３回＋成果品納入時＝５回）＋中間１回

（２） 計 算 例 （２） 計 算 例
１） 砂防えん堤詳細設計 １） 砂防えん堤詳細設計

現地踏査については，（注）２．により計上する。 現地踏査については，（注）２．により計上する。

〔 標準歩掛 ＋ 現地踏査 〕＝砂防えん堤詳細設計歩掛……① 〔 標準歩掛 ＋ 現地踏査 〕＝砂防えん堤詳細設計歩掛……①

２） 打合せ協議 ２） 打合せ協議
表１４．３打合せ協議標準歩掛に中間打合せを１回分の人員を加算する。 表１４．３打合せ協議標準歩掛に中間打合せを１回分の人員を加算する。

〔 標準歩掛 ＋ 中間打合せ１回の人員数 〕＝打合せ協議歩掛………② 〔 標準歩掛 ＋ 中間打合せ１回の人員数 〕＝打合せ協議歩掛………②

３） 設計歩掛 ３） 設計歩掛

設計歩掛 ＝①＋② 設計歩掛 ＝①＋②

積算上の注意事項


